
 
マンション管理適正化・再生推進事業（老朽化マンションの建替え等の専門家による相談

体制等の整備に係る事業）を実施する者の公募についての公示 
 
 

令和３年３月２４日 

国土交通省住宅局長 和田 信貴 

 
 
次のとおり、マンション管理適正化・再生推進事業を実施する者の公募について公示

します。 
なお、本公募は令和３年度予算によるものであり、令和３年度予算成立が事業実施の

条件となります。予算の成立状況等によっては、特定が遅れること等もありますのでご

留意ください。 

 
１．事業概要 
 （１）事業名 マンション管理適正化・再生推進事業（老朽化マンションの建替え等の

専門家による相談体制等の整備に係る事業） 
 
 （２）事業目的 
     本事業は、マンションの管理適正化・再生の推進に際し、弁護士や建築士等の

専門家による相談体制の整備を支援することで管理組合の再生に向けた検討を

促進し、今後増大することが予想されている高経年マンションの再生に係る課

題の解決を図るものである。 
 
（３）事業内容 

老朽化マンションの建替え等に関する相談を受ける専門家の参考となるマニ

ュアルの作成などの相談体制の整備事業 

 
（４）事業期間 

     事業期間は、以下のとおり予定している。 
     令和３年６月上旬 ～ 令和４年３月１日  
 
２．補助事業対象者の要件 
 ○形式審査 
 （１）補助対象の事業者 

弁護士・建築士等の専門家による老朽化マンションの建替え等に関する技術的・

法的な相談体制等の整備に向け、全国的な研修会・セミナー等に使用するテキス

ト教材の作成等を行うための専門的知識やノウハウを擁する以下の法人、又は、

今まで上記と同様の活動を行い、今後以下の法人格を取得して活動することを予

定している団体。 

 



・一般社団法人等（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２条に規定す

る一般社団法人又は一般財団法人、あるいは、公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律第２条に規定する公益社団法人又は公益財団法人） 

・ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人） 

・民間事業者（株式会社、有限会社等） 

 
（２）補助事業の内容 

・１．（３）の支援の対象となる事業の要件を満たしていること。 
・知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。 

  
 ○内容審査 
  （３）補助対象事業者の要件 

・１．（３）の事業を行い得る組織体制であること。 
・事業主体が、補助事業の進行管理や補助金事務をはじめとする資金管理その他

の事務を適切に執行できる体制を有していること。 

  
（４）補助事業の内容 

・事業主体による取組みの結果、全国レベルにおける専門家による技術的・法的

な相談体制等の整備が、一過性の活動に留まらず、持続的な活動として定着す

ると見込まれるもの。 

・事業主体が、補助事業を実施することによって、弁護士会、建築士等と連携し

た全国レベルにおける専門家による技術的・法的な相談体制の整備に寄与する

ものと見込まれるもの。 

 
３．手続等 
（１）  担当部局 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室業務係 
電話 03-5253-8111(内線39684) ファクシミリ 03-5253-1631 

 

（２） 募集要領の交付期間、場所及び方法 
① 期間 令和３年３月２４日（水）から令和３年５月１０日（月）まで 

② 場所 上記担当部局 
③ 方法 募集要領の交付を希望する場合は、予め（1）の担当係まで事前に連 
絡を行い、手交、又は電子メールにより交付。 

 

（３） 応募申請書の提出期限、場所及び方法 
① 期限 令和３年５月１０日（月）１８時００分まで 

② 場所 上記担当部局 
③ 方法 上記担当部局へ応募書類１部を持参又は郵送にて提出。ただし、押印を省

略した場合に限り、電子メールでの提出も可とする。 

※詳細は募集要領を確認すること。 
 



 

４．補助対象事業者の選定方法 

募集期間内に応募があった事業主体の中から、国土交通省が決定し、応募者に通知し

国土交通省のホームページにて公表する。この際、必要に応じて、ヒアリングを実施す

ることができるものとする。 

 

５．その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ３(1)に同じ。 
 

（３）応募申請書の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とする。 

 

（４）提出された応募申請書は、当該申請者に無断で２次的な使用は行わない。 
 

（５）応募申請書に虚偽の記載を行った場合は、当該応募申請書を無効にするとともに、

申請者に対して、補助事業者の取消を行うことがある。 

 

（６）採用された応募申請書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成

１１年５月１４日、法律第４２号）において、行政機関が取得した文書について、開

示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害す

るおそれがないものについては、開示対象となる場合がありますので、その旨予めご

了承ください。 

 

（７）詳細は募集要領による。 


